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新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休業
延長について（通知）

一昨日、県から、新型コロナウイルス感染症対策としまして、臨時休業期間
の延長依頼通知がありました。町としましては、下記のとおりの対応をとりま
すので、お知らせいたします。

記

１ 臨時休業延長期間について

令和２年５月１１日（月）～令和２年５月３１日（日）

※ 状況を見て、臨時休業期間を解除または延長する場合があります。

２ 臨時休業期間中の登校日等について

登校日等については、各学校からお知らせいたします。

３ 保護者の皆様へのお願い

（１）これまでの臨時休業期間と同様、人の集まる場所等への外出を避
け、基本的に自宅で過ごさせてください。（不要不急の外出は自粛）

（２）３密（密閉空間・密集場所・密接場面）の重なりを避けてくださ
い。また、うがい、手洗い、マスク着用を徹底させてください。

（３）登校時と同じように規則正しい生活を心がけさせ、各学校からの
課題を計画的に進められるように、ご家庭でのご協力をお願いいた
します。
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